
問い合わせ先 ●春日井市 環境部ごみ減量推進課 ℡８５－６２２２

市では、資源の有効利用、ごみの減量を推進するため
地域の活性化やコミュニティづくりにもつながる資源回収を行う団体を支援しています。

春日井市内の町内会、子ども会、ＰＴＡなど営利を目的としない団体

対象となる団体対象となる団体

奨励金振込み

指定された口座
に奨励金が振り
込まれます。

※申請から振込
みまでは１ヶ月ほ
どかかります。

交付決定

・交付決定通知
書

・次回申請用の
交付申請書、請
求書

を送付します。

資源回収実施

●日時、回収品目、
集積所の決定
・回収業者との
調整
・住民への周知

●資源回収の実施

●回収業者への引
き渡し

交付申請

・資源回収団体奨
励金交付申請書

・請求書

・回収量が証明で
きる計量伝票

を提出してください。

奨励金交付までの流れ奨励金交付までの流れ

資源回収団体奨励金

●古紙類

新聞
雑誌・雑がみ
段ボール
牛乳パック類

●古着 ●アルミ缶 ●ガラスびん

回収量１ｋｇ当たり５円を交付します。対象品目・奨励金額対象品目・奨励金額

※ けがなどした場合に保険が適用される団体もあります。
※ 回収業者への引渡し金額 ＋ 奨励金 が各団体の収入になります。


